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公 告 

 「加冠の儀」を題材にしたステージイベント企画・運営業務について、次のとおり公募型プロポーザル

を実施するので公告する。 

 

令和８年６月２６日 

 

一乗谷朝倉氏遺跡活用推進協議会長職務代理者 

一乗谷朝倉氏遺跡活用推進協議会副会長  細田 国雄 

 

１ 企画提案書の提出を求める事項 

（１）業務名 

   「加冠の儀」を題材にしたステージイベント企画・運営業務 

（２）履行期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（３）内容 

   「「加冠の儀」を題材にしたステージイベント企画・運営業務にかかるプロポーザル実施要領」のと

おり 

（４）提案上限額 

   ２，０００，０００円（消費税および地方消費税を含む） 

 

２ 企画提案書を提出できる者の要件 

企画提案書を提出することができる者は、「「加冠の儀」を題材にしたステージイベント企画・運

営業務審査委員会」（以下「審査委員会」という。）の審査を受ける資格（以下「応募資格」という。）

に関し、次に掲げる事項について県の認定を受けたものとする 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）本委託業務の応募資格認定の日において現に県の指名停止措置を受けていないこと。 

（３）福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１４６条に基づき知事が定める一般競争入札参

加資格を有する者 

    ※福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入札参加資

格の申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして取り扱う。ただし、

企画提案書提出締切時点で競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、本件に関する参

加資格を喪失する。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て、または破産法（平成１６年法律第７５号）の

規定による破産手続き開始の申立てが行われている者でないこと。 

（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

   ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは

常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）である者 
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   イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

   ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

   エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接

的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

   オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６）福井県内に営業所を有し、本協議会の求めに応じて来庁し、対応できる体制を整えていること。 

 

３ 応募資格の認定の申請手続き等 

（１）応募資格の認定の申請 

 企画提案書を提出しようとする者は、次のとおり会長に申請し、応募資格の認定を受けなけれ

ばならない 

①  提出書類および部数 

「「加冠の儀」を題材にしたステージイベント企画・運営業務にかかるプロポーザル実施要領」によ

る 

②  提出方法 

    持参、郵送（配達証明）、宅急便（手渡したことが証明されるものに限る）または電子メールによ

ること 

   ※電子メールによる場合は、メールの 1件あたりデータ容量は本文と添付ファイル合わせて

10MB 未満とし、10MB を超える場合は、分割して送信すること。また電話にて到着の確認

を行うことによること。 

③  受付期間 

    令和８年７月２日（木）１７時まで（必着） 

    なお、提出後における申請書の追加および変更は認めない 

④  提出場所および申請にかかる質問を受け付ける場所の所在地および名称 

     〒９１０－８５８０ 福井県福井市大手３丁目１７番１号５階  

（福井県交流文化部文化・スポーツ局文化課内） 

一乗谷朝倉氏遺跡活用推進協議会 

担当：林田、土田 

     TEL ０７７６－２０－０５８０ 

     FAX ０７７６－２０－０６６１ 

     e-mail bunka@pref.fukui.lg.jp 

⑤ 提出資料の様式等 

     実施要領および各種様式等関係書類の交付については、次のとおりとする 

  ア 交付期間 

    令和８年６月２６日（金）９時から７月２日（木）１７時まで 

    ただし、平日の９時から１７時の間に限る 

  イ 交付場所 

    ３（１）④に同じ 

    なお、一乗谷朝倉氏遺跡ポータルサイト「ICHIJO-DANI」 

（https://ichijo-dani.com）からもダウンロードすることができる。 



3 

 

 

（２）応募資格の認定の時期 

  応募資格の認定は令和８年７月３日（金）に行う 

（３）応募資格の認定の結果の通知 

  書面により申請者に通知する 

 

４ 公告業務に関する質問事項 

 公告業務に関する質問事項については、令和８年７月２日（木）１７時までに質問票（様式１）を電

子メールにより提出すること（提出先 bunka@pref.fukui.lg.jp） 

 質問に対する回答は、すべての応募資格認定者に対して電子メールにより一斉に行う 

 

５ 企画提案書の提出手続 

（１）提出書類および提出部数 

 「「加冠の儀」を題材にしたステージイベント企画・運営業務にかかるプロポーザル実施要領」によ

る 

（２）提出方法 

 ３（１）②に同じ 

（３）提出期限 

 令和８年７月２３日（木）１７時まで（必着） 

 なお、提出後おける企画提案書の追加および変更は認めない 

（４）提出場所 

 ３（１）④に同じ 

（５）提出資料の様式等 

 ３（１）⑤に同じ 

 

６ 審査委員会および契約先候補者の選考等 

（１）書面審査の実施 

 契約先の選定は、審査委員会において書面審査を実施し、契約先候補者を選定する 

（２）審査結果の通知 

 審査結果については、採否にかかわらず書面審査を実施した日から１週間以内に企画提案書を提

出した者に書面で通知する。なお、審査結果の異議申し立ては、一切受け付けない 

（３）企画提案書の選定に際し審査する事項 

 審査委員会において「事業の計画性および遂行能力」「企画力」「運営体制」などを基準に審査を行

う 

（４）選定されなかった企画提案者に対する理由の説明 

① 選定されなかった企画提案者は、書面によりその理由について説明を求めることができる。こ

の場合、通知のあった日から７日以内に説明を求める旨を記載した書面を持参して、申請書提

出場所に提出しなければならない 

② 協議会は、説明を求めた企画提案者に対して、書面の提出のあった日から１０日以内に書面に

より回答する 
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７ その他 

（１） 必要書類が不足している資料、提出期限に遅れた資料は受け付けない 

（２） 提出された企画提案書は返却しない 

（３） 企画提案書の提出に関する経費は全額提出者負担とする 

（４） 書類の内容に虚偽の記載がある場合には、失格とする 

（５） この公告に掲げるもののほか、このプロポーザルに関し必要な事項は、実施要領等による 


